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付加年金をご存じですか

　国民年金の月額保険料に、400円
（付加保険料）を加えて納付すると、
老齢基礎年金に加算して受けられ
ます。なお、付加年金の納付の申
し出・辞退はいつでもできます。
◇ 対象　国民年金第１号被保険者
（自営業・農業・自由業の方など
とその配偶者、学生など）

※ 第３号被保険者、保険料を免除・
猶予されている方、国民年金基
金（任意で加入する公的な個人
年金）に加入している方を除きま

す。
◇ 年金受給額　「200円×付加保険
料を納めた月数」を、老齢基礎年
金の年額に加算した額

☆詳しくは、市役所年金係へ。　
ねんきんネットをご利用く
ださい
　インターネットで、年金記録の
確認や、将来の年金額の試算がで
きるサービスです。また、保険料
の納付実績や受給見込み額などを
記載したねんきん定期便や、年金
の支払いに関する通知書の電子版
を確認できます。
　詳しくは、日本年金機構ホーム
ページにも掲載しています。

☆詳しくは、ねんきん定期便・ね
んきんネット専用ダイヤル☎0570-
058-555（050で始まる電話番号から
は☎03-6700-1144）へ。
国民年金保険料収納業務の
民間委託について
　日本年金機構では、保険料が未
納となっている方に対して行う電
話・文書・戸別訪問による納付案
内を、次の民間事業者に委託して
います。
◇ 受託事業者　日立トリプルウィ
ン・ＮＴＴ印刷共同企業体☎
0120-211-231
☆詳しくは、立川年金事務所☎042- 
523-0352へ。

国民年金のお知らせ

▼就学奨励費の対象など
対　象 お知らせなど 備　考

お子さんが特別支
援学級に在籍して
いる世帯

臨時休校期間の
終了後に特別支
援学級で配布

お子さんが通級指
導学級に通級して
いる世帯

臨時休校期間の
終了後に通級指
導学級で配布

通学費・同行費
のみ援助

お子さんに障害が
あり、就学相談の
うえ通常学級に在
籍している世帯

配布なし
※ 在籍校の担任
教諭に相談し
てください。

障害の程度は、
学務係に問い
合わせを

　対象となる世帯に、教育費の一部を援助しま
す。希望する方は、必要書類を学校へ提出して
ください。申請の期日は、下の表のとおり配布
するお知らせに記載していま
す。
☆詳しくは、学務係へ。

就学奨励費の申請を受け付け

　住民税が非課税の世帯（要件あり）で、申請の
あった方に、介護老人福祉施設などの居住費・
食費を軽減する介護保険負担限度額認定証を交
付しています。この認定証は７月31日が有効
期限となっています。
　今後も継続して利用する方は、６月中旬に送
付する申請書に通帳の写しなどの必要書類を同
封して、６月30日までに市役所介護福祉課へ
郵送してください。
☆詳しくは、介護保険係へ。

介護サービスを利用している方へ
介護保険負担限度額認定証の
更新を
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